
小樽市からのお知らせ

使用できない袋使用できる袋

〇大きさが45ℓ以内のもの

〇透明又は半透明のもの
(中身が透けて見えるもの）

〇一定の強度があり水分が
染み出さないもの

×中身が見えない袋

×紙袋、段ボール箱など

×他自治体の指定ごみ袋

お問い合わせ

小樽市生活環境部管理課 電話：0134-32-4111（内線464）

【燃やすごみ】と【燃やさないごみ】は

45ℓ以内の透明又は半透明の袋

で排出できます。

期間：7月15日(水)から8月31日(月)まで

市指定ごみ袋不足に伴う臨時的な対応として

収集曜日や時間、分別ルールに変更はありません。


